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次  第 

 

 

日 時  令和６年11月８日（金) 

午後２時 00 分から 

場  所  静岡市役所静岡庁舎 

本館３階 第１委員会室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 都市局次長あいさつ 

 

 

３ 議  題 

第１号議案 静岡都市計画生産緑地地区の変更（静岡市決定） 
 
 
４ 情報提供 

  （１）静岡市都市計画マスタープランの改定について 

  （２）東静岡地区のまちづくりについて 

   

 

５ 閉  会                                     

① 



②
本館３階　第１委員会室

会　長
静岡産業大学

経営学部　教授

小　泉　 祐　一　郎 敬称略

元静岡市都市局長 しずおか女性の会

役員

片　山 　幸　久 　鈴　木　 栄　津

公益社団法人静岡県建築士会 静岡市議会議員

大　石　信　之 　山　梨　　渉

静岡商工会議所 静岡市議会議員

常務理事

松   下　友   幸 　宮　城　展　代

静岡市農業協同組合 国土交通省 中部地方整備局長

代表理事専務 　佐　藤　寿　延
永　田　喜　雅　 （代理）国土交通省　中部地方整備局

 静岡国道事務所　所長　椎野　修

一般社団法人静岡県環境資源協会 国土交通省 中部運輸局長

　中　村　広　樹
  佐　野　 浩　聡 （代理）国土交通省 中部運輸局 静岡運輸支局

 首席運輸企画専門官　増田　秀典

静岡大学 静岡県交通基盤部長

学術院人文社会科領域　教授 　森　本　哲　生
小　林　 道　生 （代理）静岡土木事務所

　所長　伊東　信幸

静岡市自治会連合会 静岡県警察本部 交通部長

副会長 　加　藤　悟
　中　村　　満 （代理）交通部　交通規制課

　管理官　芹澤　和義

しずおか市消費者協会

理事

　関　本　三　枝　子

【欠席】

・中村 英夫  委員（日本大学理工学部　土木工学科教授）

・小幡 剛弘  委員（静岡市社会福祉協議会　常務理事）

・髙橋 明彦  委員（清水港利用促進協会　常任理事）

・池谷 大輔  委員（市議会議員）

第59回静岡市都市計画審議会 席次表



③
任期　令和５年７月18日～令和７年７月17日（令和６年７月19日現在）

推薦団体・役職等

氏　　名

元静岡市都市局長

　片山　幸久（カタヤマ　ユキヒサ）

日本大学理工学部　土木工学科教授

　中村　英夫（ナカムラ　ヒデオ）

公益社団法人 静岡県建築士会

  大石　信之（オオイシ　ノブユキ）

静岡産業大学経営学部　教授

　小泉　祐一郎（コイズミ　ユウイチロウ）

静岡商工会議所　常務理事

　松下　友幸（マツシタ　トモユキ） 

静岡市農業協同組合　代表理事専務

　永田　喜雅　（ナガタ　ヨシマサ） 　

社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会　常務理事

　小幡　剛弘（オバタ　タケヒロ） 　

一般社団法人 静岡県環境資源協会

　佐野　浩聡（サノ　ヒロアキ）

清水港利用促進協会　常任理事

　髙橋　明彦（タカハシ　アキヒコ）

静岡大学　学術院人文社会科学領域　教授

　小林　道生（コバヤシ　ミチオ）

　山梨　渉（ヤマナシ　ワタル）

　宮城　展代（ミヤギ　ノブヨ）

　池谷　大輔（イケヤ　ダイスケ）

国土交通省中部地方整備局長

　佐藤　寿延（サトウ　ヒサノブ）

国土交通省中部運輸局長

　中村　広樹（ナカムラ　ヒロキ）

静岡県交通基盤部長

　森本　哲生（モリモト　テツオ）

静岡県警察本部交通部長

　加藤　悟（カトウ　サトシ）

静岡市自治会連合会　副会長

　中村　満（ナカムラ　ミツル）

しずおか市消費者協会　理事

　関本　三枝子（セキモト　ミエコ）

しずおか女性の会 役員

　鈴木　栄津（スズキ　エツ）

敬称略

市議会議員

関係行政機関

市　　　民

　静岡市都市計画審議会委員名簿

区分 （分野）

学
　
　
識
　
　
経
　
　
験
　
　
者

都市計画

建　　築

産業経済

農　　業

福　　祉

環境衛生

港　　湾

法　　律



 

 

 

 
 
 

静岡市都市計画審議会条例及び運営規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

④ ④



○静岡市都市計画審議会条例 
平成15年4月1日 

条例第217号 
 

(趣旨) 

第１条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、

静岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

(組織) 

第２条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。 

(委員) 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験がある者 

(2) 市議会議員 

(3) 関係行政機関又は静岡県の職員 

(4) 市民 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

2 委員は、再任されることができる。 

(臨時委員及び専門委員) 

第５条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人

を置くことができる。 

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くこと

ができる。 

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。 

4 臨時委員の任期は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとし、専門委員

の任期は当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。 

(会長) 

第６条 審議会に会長を置く。 

2 会長は、第3条第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから、委員の選挙によって

これを定める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 会長は、審議会の会議の議長となる。 

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、そ

の職務を代理する。 
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(会議) 

第７条 審議会の会議は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開

くことができない。 

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(庶務) 

第８条 審議会の庶務は、都市局において処理する。 

(委任) 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。 

(蒲原町の編入に伴う委員の定数等の特例) 

2 第2条本文の規定にかかわらず、蒲原町の編入の日(以下この項及び次項において「編入

日」という。)から編入日において現に在任する委員の任期満了の日までの間は、同条中

「20人以内」とあるのは、「21人以内」とする。 

3 第4条第1項本文の規定にかかわらず、編入日以後最初に委嘱される委員の任期は、編入

日において現に在任する委員の任期満了の日までの間とする。 

 

附 則(平成16年12月22日条例第98号) 

この条例は、平成17年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成16年12月22日条例第119号) 

この条例は、平成17年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成17年12月15日条例第228号) 

この条例は、平成18年3月31日から施行する。 
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